
社会福祉施設等の津波対策としての高台移転整備に係る独立行政法人福祉医療機構の融資について 新旧対照表

新 旧

雇 児 発 0 2 2 6 第 4 号 雇 児 発 0 2 2 6 第 4 号

社 援 発 0 2 2 6 第 7 号 社 援 発 0 2 2 6 第 7 号

老 発 0 2 2 6 第 1 号 老 発 0 2 2 6 第 1 号

平 成 ２ ５ 年 ２ 月 ２ ６ 日 平 成 ２ ５ 年 ２ 月 ２ ６ 日

都道府県知事 都道府県知事

各 指定都市市長 殿 各 指定都市市長 殿

中 核 市 市 長 中 核 市 市 長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長

厚 生 労 働 省 老 健 局 長 厚 生 労 働 省 老 健 局 長

社会福祉施設等の津波対策としての高台移転整備に係る 社会福祉施設等の津波対策としての高台移転整備に係る

独立行政法人福祉医療機構の融資について 独立行政法人福祉医療機構の融資について

社 会福祉 施設等 の利用 者の安 全・安 心を 確保す る観点か ら、社 会福祉施設 社会 福祉施 設等の 利用者 の安全・ 安心を 確保す る観 点から 、社会 福祉 施設

等施 設整備 費国庫 補助金 等のメ ニュー にお いて、 高台移転 整備を 対象として 等施設 整備費 国庫補 助金等 のメニュ ーにお いて、 高台 移転整 備を対 象と して

いる が、あ わせて 下記の 移転整 備費に かか る独立 行政法人 福祉医 療機構から いるが 、あわ せて下 記の移 転整備費 にかか る独立 行政 法人福 祉医療 機構 から

の借 入金に ついて は利子 を徴し ないこ とと したの で、管内 市区町 村及び社会 の借入 金につ いては 利子を 徴しない ことと したの で、 管内市 区町村 及び 社会

福祉 法人等 に周知 徹底を 図ると ともに 、こ の取り 扱いにつ いて遺 漏のないよ 福祉法 人等に 周知徹 底を図 るととも に、こ の取り 扱い につい て遺漏 のな いよ

うにされたい。 うにされたい。

記 記

１ 対象施設及び対象事業 １ 対象施設及び対象事業

（ １）下 記対象 施設に ついて 、立地 上、 津波に よる被害 のおそ れがあると （１ ）下記 対象施 設につ いて、立 地上、 津波に よる 被害の おそれ があ ると

都道 府県知 事が認 め、か つ、施 設の 安全上 問題のな い高台 に移転する 都道府 県知事 が認め 、かつ、 施設の 安全上 問題 のない 高台に 移転 する

場合 で、社 会福祉 施設等 施設整 備費 国庫補 助金、次 世代育 成支援対策 場合で 、社会 福祉施 設等施設 整備費 国庫補 助金 、次世 代育成 支援 対策

施設 整備交 付金、 保育所 等整備 交付 金から の補助を 受けて 行う移転改 施設整 備交付 金、保 育所等整 備交付 金から の補 助を受 けて行 う移 転改

築整備事業。 築整備事業。

対象施設： 対象施設：

救護施 設、更 生施設 、障害 者支援 施設 、障害 児入所施 設、助 産施設、乳 救 護施設 、更生 施設、 障害者支 援施設 、障害 児入 所施設 、助産 施設 、乳

児院、 母子生 活支援 施設、 児童養 護施 設、児 童心理治 療施設 、児童自立 児 院、母 子生活 支援施 設、児童 養護施 設、情 緒障 害児短 期治療 施設 、児

支援施 設、婦 人保護 施設、 保育所 （認 定こど も園のう ち幼保 連携施設を 童 自立支 援施設 、婦人 保護施設 、保育 所（認 定こ ども園 のうち 幼保 連携

構成する保育所及び保育所分園を含む）、幼保連携型認定こども園（児童 施設を構成する保育所及び保育所分園を含む）、幼保連携型認定こども園

福祉施設としての保育を実施する部分に限る。） （児童福祉施設としての保育を実施する部分に限る。）



（２）～（４）（略） （２）～（４）（略）

２ 適用期間 ２ 適用期間

（１）～（３） 平成３０年３月３１日までに着手した事業 （１）～（３） 平成２９年３月３１日までに着手した事業

（４）（略） （４）（略））


